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１ 背景と目的・位置付け

（１）背景

平成２９年度から東名高速道路のスマート IC 設置の実現に向けて豊橋市と共同で検討

を進め、令和 3年8月 6日に豊橋新城スマートインターチェンジ（仮称）（以下「スマートＩＣ」

という。）の新規事業化が国土交通省より発表されました。

①産業活動の支援（スマート IC周辺の工業団地から東名高速道路へのアクセス向上）

②地域活性化・観光振興（桜淵公園等の既存観光地へのアクセス向上）

③救急医療（救急搬送の際の市外医療機関への搬送時間短縮）

④防災機能の強化（豊橋市における浸水想定区域を避けた支援ルートを確保）

以上の整備効果が認められ、スマート IC の建設が決定されていますが、スマート IC

の整備効果を最大限に発揮させるため、また市全体の発展と八名地区の振興のために、

スマート IC周辺地域を市の新たな玄関口、新たな拠点として、地域づくりを検討する必

要があります。

（２）計画策定の目的

スマ－トＩＣの開通に向けて着々と事業が進んでおり、新城市の新たな玄関口として、

地域活性化に向けた取組も期待されています。また、スマ－トＩＣ整備を契機として、利便

性・優位性などの効果を最大限に活用し、市全体と八名地区の賑わいの創出に繋げるこ

とが求められています。そこで、本市では、地域振興策の目標として｢新城市の新たな玄

関口として、産業・観光拠点を形成します｣と定め、工業、商業、農業、観光業の分野につ

いて検討・整理し、その方向性を豊橋新城スマ－ト IC（仮称）周辺地域活性化構想（以下

｢本構想｣という。）としてまとめるものです。
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（３）位置付け

【構想の全体像】

本構想は、第２次新城市総合計画等に即し、各種個別計画と整合を図り、策定します。

（４）関連法規制

本構想に関連する土地利用に関する法規制のうち、主なものは以下のとおりです。

これらの法規制を踏まえ、課題を整理し検討を進めることとします。

都市計画法 自然公園法 農業振興地域の整備に関する法律

農地法 森林の保健機能の増進に関する特別措置法

各事業の検討及び計画等策定

豊橋新城スマ－トＩＣ（仮称）周辺

地域活性化構想

第2次新城市総合計画

第２期新城市まち・ひと・しごと創生総合戦略
市民

アンケ－ト

第２次新城市

観光基本計画

八名地域計画

第３次新城市

農業基本計画

第２次新城市

森づくり基本計画

第２次新城市

都市計画

マスタ－プラン

●豊橋新城スマート IC（仮称）

周辺地域振興策検討報告書（令和４年度）

●八名地域協議会提案書（令和４年度）

提案事業
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２ 地域振興策の検討範囲について

（１）検討項目

○地域振興策の検討は八名地区とすること。

○既存の工業団地は検討範囲に含めないこと。

○子どもたちの安全・安心のため、こども園、小中学校周辺を区域に含めないこと。

○事業実施のためには、地区計画の策定が必要となる可能性が高いこと。

（2）検討範囲

上記により、本構想の検討範囲をスマートＩＣ出入口から概ね２km以内の市内区域とし

ます。

（１）市民アンケ－ト

出展：新城市基本図

八名こども園

八名小学校

八名中学校
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３ 地域振興策の検討にあたっての現状課題

（１）市全域における現状課題

人口減少及び少子高齢化

●新城市の人口は少子高齢化により減少し続けており、今後も人口が減少していくと

予測されています。また、高齢化率は増加傾向にあります。

●自然増減（出生・死亡）・社会増減（転入・転出）の推移

●農業従事者の減少
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●農家数及び経営耕地面積の推移

（２）八名地区における現状課題

●八名地区においても、人口は減少し続けており、高齢化が進んでいます。
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●八名地区でも農業従事者の高齢化等により就農人口が減少し、耕作放棄地が増加

しています。

八名地域計画より抜粋

（３）現状課題の整理

●人口減少

市全体で人口減少と高齢化が進み、将来的に老年人口が生産年齢人口を上回ること

が予測されますが、八名地区においても同様の状況にあります。

●農業（農業従事者の高齢化と減少及び耕作放棄地の増加）

市全体で農業従事者の高齢化等により就農人口が年々減少しています。八名地区に

おいても同様の状況にあり、耕作放棄地の増加や太陽光発電施設用地への転用が進ん

でいます。
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４ 八名地域のポテンシャル（歴史・文化、特産品、観光資源） 八名地域計画より抜粋

（１）八名地区の歴史・文化

（２）八名地区の農産物

【農産物】

（３）八名地区の観光資源

【おすすめの場所】

４ 八名地区の地域資源（歴史・文化、農産物、観光） 八名地域計画より抜粋
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５ 地域振興策の提案事業

（1）新城市庁内プロジェクトチ－ム（令和４年度）

｢３ 地域振興策の検討にあたっての現状課題｣や｢４ 八名地区の地域資源（歴史・文化、農産物、観光）｣を踏まえ、庁内プロジェクトチ－ムで検討し、以下の８つの事業が提案されました。
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（2）八名地域協議会



10

６ 市民・事業者の意向

（１）市民アンケート

アンケート期間 令和5年6月 1日（木）～令和5年6月30日（金）

アンケート方法 アンケートシステム（Web フォーム）

３５５人の方から回答。
（※新城地区：２８１人 鳳来地区：４４人 作手地区：８人 その他：２２人）

①男女別

②年代別

③振興策（複数回答） ※棒グラフ内：各振興の具体案

④市民の意向

市民が考える地域の振興策としては、男女別・年代別においても「商業振興」、「観光振

興」の意見が多くなっています。
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（２）事業者の意向アンケ－ト

●地域住民等の意向を踏まえ、民間活力を取り入れたまちづくりの検討を行うため、

各事業に対する可能性等について事業者を抽出し、意向調査を実施しました。

●アンケ－ト

対 象 ： 大手・地元ゼネコン及び各事業関連事業者等２８社

調 査 期 間 ： 令和５年１２月 ４日～令和６年１月２５日

回 答 方 法 ： アンケ－ト用紙

回 収 ： ２１社

①スマ－トＩＣ周辺地域の事業展開の可能性

周辺地域への事業展開の可能性については、殆どの事業者が「ある」と回答しています。

【事業展開する上での検討すべき条件】

「土地の価格・賃貸価格」や「人口、世帯数等のマ－ケティング環境」「交通利便性（道路）」

を検討・判断条件とする回答が多数でした。

②スマ－トＩＣ周辺地域での具体的な事業展開

具体的な事業では、「物流施設開発・運営」との回答が一番多く、次いで「企業団地（産業用地）

開発」、「大規模商業施設開発・運営」でした。
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③庁内プロジェクトチ－ムの８つの提案事業内で興味がある事業

「地域共生型の企業団地開発事業」について興味があるとの回答が最も多く、次いで「大規模商

業施設の誘致事業」でした。

【事業スケジュ－ル及び行政支援意見】

「地権者の合意形成支援」や「法令などの手続きの見通し」・「経済的支援（補助金・助成金等）」

「早期の開発工事竣工が見込めること」などの意見でした。
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7 地域振興策の検討結果

庁内プロジェクトチ－ムの８つの提案事業と八名地域協議会からの提案に対し、民間事

業者の意向調査と課長級プロジェクト会議での検討内容（現状課題・法的事項整理など）

から、事業展開の可能性を次のとおりまとめました。

【 事業展開の可能性 】

〇スマ－ト IC周辺という利便性を最大限に活かせる振興策であり、ヒアリング

結果からもポテンシャルも十分あり、地元企業からのニ－ズも高い事業と考え

る。

○人の確保という課題は残るが、地元企業等の拡張や移転先、比較的雇用の少な

い物流業などの可能性は考えられる。

検討結果

【 民間事業者意向調査結果 】

○工業系の分譲であったら検討する。

○ポテンシャルとしては十分ある。

○物流、工場の地元企業ニーズは高い。

○地元企業の拡張や移転先のニ－ズとして高い。

○工業団地の規模について２～３ha。

○近年、新城市内での店舗出店や物流施設の立地を求める企業が多いが、好物件が少な

く、誘致等困難な状況。

○計画が進めば、完了時期も分かるため、タイミング次第では企業は計画しやすい。

【 プロジェクト会議 意見・課題 】

〇新城を就業地とする有効求人倍率が、県内で常に高い水準で推移している状況のため、

人の確保が課題。

〇流通業務施設としての需要はあると思われるが、製造業に比べ、雇用の創出や大きな税

収増は見込めない。

〇市内企業が増設・拡張等を予定している場合であれば、市外への流出防止対策になる。

〇新城 IC周辺の開発よりも地形的に条件はよく、工費もかからず、売却しやすい場所と

考えられる。

○都市計画マスタ－プラン上、「IC 周辺は、周辺環境を踏まえた産業拠点の集積を図るこ

と」と位置付けられている。

○都市計画法や農地法等関連法令の要件を満たす必要がある。

検討内容

事業候補地提案の背景

・新たな企業団地の開発により、進出企業の新規雇用

が見込めるため、市の定住人口の増加に繋がる。

・市内の企業団地に空きがないため、新たな企業団地

の開発が望まれる。

・八名地区には企業団地が多いため、新たな企業団地

の開発には地域の理解を十分に得る必要がある。

・東名高速道路へのアクセス性を活かす

ため、スマート IC（上り線）出入口の周

辺地域を候補地として選定。

・周辺地域へのアクセス性を考慮し、市

道一鍬田大原線、主要地方道豊橋下吉

田線の沿線地域を選定。

事業の概要

①企業団地に隣接または近接して公園を併設する。

②進出企業には、地域貢献の一環として公園の維持管理

をしていただくことを条件とする。

③公園は一般開放し、休日は地元農家による農産物等を

直売する場所（マルシェ）として活用していただく。

④上記により、企業の地元貢献に繋がるとともに、地域

と企業が連携した地域づくりが期待できる。

実現に向けた今後の検討課題

・事業規模を決定し、その事業規模に相応しい事業主体を決定する必要がある。

・市街化調整区域であるため、事業規模に応じた法手続き（地区計画の策定等）を要する。

・農業振興地域農用地区域が含まれるため、農用地区域の解除や農業用水管の移設等を要する。

・事業規模に応じてアクセス道路や水道等のインフラ整備を要する。

・農産物を直売するマルシェの場とするために、地元農家や地域活動団体等との連携が必要となる。

名古屋
方面

新城八名工業団地

新城南部企業団地

しんしろ八名井

企業団地
八名こども園

東
京
方
面

豊川市

豊橋市
静岡県 浜松市浜名区

新城市

新城市役所

国道３０１号

国
道
１
５
１
号

主
要
地
方
道
豊
橋
乗
本
線

主要
地方
道

豊橋
下吉
田線

市
道

一
鍬
田
大
原
線

八名中学校

豊橋新城スマートIC（仮称）上り線

東名
高速
道路

庭野小学校名

八名小学校

提案事業① 地域共生型の企業団地開発事業

① 工 業 分 野
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※現状でもコンビニなどを立地することは可能。

【 民間事業者意向調査結果 】

○デベロッパ－等の調査結果では、ショッピングセンタ－・アウトレットモ－ルなど進出の

意向がない。

○現状では付近の人口が少いため、手を挙げにくい。

【 プロジェクト会議 意見・課題 】

○交流人口を増やす目的で人を呼び込む施設としては、有効（道の駅的な施設+複合商業

施設、観光的要素を持った大型商業施設）と考える。

○外からの人の流れを作るには、やはりネームバリューのあるような大型商業施設など有

効と考える。

○企業誘致と同じく、雇用の確保が課題。

○都市計画法や農地法等関連法令の要件を満たす必要がある。

検討内容

【 事業展開の可能性 】

○交流人口を増やすための大規模店舗（広域商圏）については、今後も引き続き、意

向調査などを行う。

○今回の調査結果では事業者からは難しいとの意向であったが、民間からの立地希

望があれば支援等を検討する。

検討結果
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提案事業② 大型商業施設の誘致事業

事業候補地提案の背景

・商業施設の誘致により、新規雇用が見込めるため、

市の定住人口の増加に繋がる。

・市内外からの若者世代や子育て世代誘客が期待で

き、にぎわいの創出に繋がる。

・八名地域に店が少なく、市外へ買い物に出かける地

域住民が多いため地域内に新たな商業施設が必要。

事業の概要

・東名高速道路へのアクセス性を活かす

ため、スマート IC（上り線）出入口の周

辺地域を候補地として選定。

・周辺地域からのアクセス性及び商業施

設の立地条件を考慮し、主要地方道豊

橋下吉田線の沿線地域を選定。

①商業施設のマーケティング調査を実施し、誘致の可

能性や誘致にあたっての条件を確認する。誘致の条

件として、商業施設の用地の確保や造成等を市が実

施することも検討する。また、大型店舗に固執せずに

中小規模の商業施設の誘致の可能性も検討する。

②商業施設の誘致を実施し、誘致条件をクリアするため

の法手続きなど、必要に応じ市が事業を実施する。

実現に向けた今後の検討課題

・事業の検討に、サウンディング型市場調査の導入など、行政のみでなく民間事業者の視点が必要。

・大型のみに固執せず、中小商業施設（スーパーマーケット・ドラッグストア・コンビニエンスストア等）

の誘致も視野に入れるが、誘致する店舗の選定方針が必要となる。

・市街化調整区域であるため、事業規模に応じた法手続き（地区計画の策定等）を要する。

・農業振興地域農用地区域が含まれる場合、農用地区域の解除や農業用水管の移設等を要する。

・事業規模に応じてアクセス道路や水道等のインフラ整備を要する。

② 商 業 分 野

しんしろ八名井

企業団地

新城八名工業団地

静岡県 浜松市浜名区
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提案事業③ スーパー銭湯の誘致または建設事業
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事業候補地提案の背景

・スマート IC 建設により大原調整池周辺や吉祥山への

行楽客が増加することが見込まれるため、行楽客が足

を休め、１日楽しめるスーパー銭湯が必要。また最近地

域に増加するサイクリング客の誘客が可能。

・スーパー銭湯を観光拠点とし、地域の名所旧跡を巡る

コース設定などにより、地域の賑わい創出に繋げる。

事業の概要

・東名高速道路へのアクセス性を活かす

ため、スマート IC（上り線）出入口の周

辺地域を候補地として選定。

・周辺地域からのアクセス性及び大原調

整池や吉祥山等への観光客が立ち寄り

しやすい地区を選定。

【誘致事業の場合】

マーケティング調査を実施し、誘致の可能性や誘致に

あたっての条件を確認する。誘致の条件として用地の

確保等を市が実施することも検討する。

【建設事業の場合】

市が建設し、運営及び管理は民間事業者に委託する形

の事業となる。事業の採算性をライフサイクルコストま

で見込んで事業実施の判断をする。

実現に向けた今後の検討課題

・事業の検討に、サウンディング型市場調査の導入など、行政のみでなく民間事業者の視点が必要。

・市街化調整区域であるため、事業規模に応じた法手続き（地区計画の策定等）を要する。

・農業振興地域・農用地区域が含まれる場合、農用地区域の解除や農業用水管の移設等を要する。

・建設地によってはアクセス道路や水道等のインフラ整備を要する。

・農産物直売所及び観光案内所を併設する場合、提案事業④農産物直売所建設事業との合併を検

討する。

・レストランを併設する場合、提案事業⑤古民家レストラン建築事業との合併を検討する。

【 民間事業者意向調査結果 】

○誘致事業での出店検討は難しい。

○建設事業として、市が建設し、運営及び管理を民間事業者に委託する指定管理とする

場合は、検討の可能性が広がると考える。

○検討条件として、温泉井戸、水井戸、浄化槽の設置が可能であること。

【 プロジェクト会議 意見・課題 】

〇他施設のように維持管理等の負担が大きいため、市で建設運営はすべきではない。

○民間事業者で建設運営するなら問題はない。

○周辺施設以上のクオリティの高い施設でないと集客が見込めないと考える。

○温泉・銭湯のみでは難しく、他の事業と連携できないと厳しいと考える。

○都市計画法や農地法等関連法令の要件を満たす必要がある。

検討内容

【 事業展開の可能性 】

〇既に「鳳来ゆ～ゆ～ありいな」があり、施設管理等の負担が大きいことから、

市で新たな施設を建設することは、厳しい。

○今回の調査結果では事業者から難しいとの意向であったが、民間からの立

地希望があれば支援等を検討する。

検討結果

しんしろ八名井

企業団地

新城八名工業団地

静岡県 浜松市浜名区
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【 民間事業者意向調査結果 】

○農産物直売所は単独では集客面で厳しいところもあるため、複合的な企画の中に入り込ん

だ形の方が良いと考える。

（農業・園芸施設）

○東名高速道路は物流面での優位性がある。

〇1ha規模以上の農業用施設で、施設園芸と呼ばれる商品の生産となるため、敷地面積は最

低5ha、できれば 10ha 近くあるとよい。

〇太平洋側沿岸の地域は積極的に事業展開したいと考えている。

○大規模な農場・園芸施設を設置するので調整池の設置等、開発行為について必要な法律に

則って行う。農振除外不要な場合が多いが、各県の判断によって必要な場合もある。

○大規模の集積整備は、スマート IC の整備と合わせて実施することが増加している。

【 プロジェクト会議 意見・課題 】

〇地域の農産物を直接販売する施設は、農家の所得向上が見込まれる。

○農産物直売所のみで施設運営は難しいと考える。

○農産物直売所と農家レストランなどを併設し、地域の食材利用や地域に特化した特徴的な

メニュー作りなどすると良い。

○農業経営基盤強化促進法改正に伴い、新たに「地域計画」を令和7年3月までに策定のた

め、調整必要。

※「地域計画」とは地域の農業者等の話し合いを経て、人・農地プランを基に「目標地図」を

追加し、農業の将来の在り方を明確化し、農地の集約化を加速させる計画。

（目標地図）

農振農用地である農地を一筆ごと、10年後の将来の耕作者をイメ－ジとして示す目標地図を策定する。

○道の駅は市内に３箇所あるため、特産品をいかして農産物直売所がよい。

〇豊橋市北部地区の振興策としての可能性も考えられるため、連携等を含めた調整・情報共

有に努める。

【 事業展開の可能性 】

〇市、地域からも提案されており、特産品をいかした農産物直売所のみではなく、他

事業との連携・併設を含めた検討が必要。また、地域や愛知東農業協同組合等との

連携が必要な事業と考える。

○豊橋市と共同で事業展開する可能性もあるため、情報共有が必要な事業である。

○近年開通されたスマ－ト IC付近では、農業関連事業が展開されており、可能性は

あると考えられるため、今後も検討が必要。

検討結果
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事業候補地提案の背景

・八名の農産物を PRする場として、また農家の出荷意

欲や農業の継続意識を促すためには直売所が必要。

・特に東名高速道路から下りてくる県外または市外の観

光客を案内できる場が必要。

・道の駅もっくる新城のイメージで、物販（農産物直売）

と観光案内ができるのが理想。

事業の概要

・東名高速道路へのアクセス性を活かす

ため、スマート IC（上り線）出入口の周

辺地域を候補地として選定。

・周辺地域へのアクセス性や大原調整池

や吉祥山等へ観光地へのアクセスに観

光客が立ち寄りしやすい地域を選定。

①農産物直売及び観光案内の機能を備えた物販施設と

して市が建設し、運営及び管理は民間事業者に委託

する形の事業となる。

②道の駅に近い機能を有する施設として、駐車場・トイ

レを設置する。飲食店の併設についても検討する

③市場調査を行い、事業効果に対する採算性を維持管

理コストも含めて検討し、事業実施の判断を行う。

実現に向けた今後の検討課題

・事業の検討に、市場調査の導入など、行政のみでなく民間事業者の視点が必要。

・市街化調整区域であるため、事業規模に応じた法手続き（地区計画の策定等）を要する。

・農業振興地域・農用地区域が含まれる場合、農用地区域の解除や農業用水管の移設等を要する。

・事業規模に応じてアクセス道路や水道等のインフラ整備を要する。

・提案事業③スーパー銭湯の事業において農産物直売と観光案内所を併設する場合、合併を検討。

・飲食店を併設する場合、提案事業③スーパー銭湯と提案事業⑤古民家レストランと合併を検討。

提案事業④ 農産物直売所建設事業

③ 農 業 分 野

検討内容

しんしろ八名井

企業団地

新城八名工業団地

静岡県 浜松市浜名区
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提案事業⑤ 古民家レストランの開設事業

・ 集客できるような雰囲気のある古民家がない場合、空き家を古民家風に改築するか他地域から

古民家を移築することについて検討が必要。

・ 地域活動団体（新設含む）または民間事業者による出店が理想であるため、地域活動団体の意向

調査及び市場調査を行い、出店者の有無を確認した上で事業実施について検討する必要がある。

・ 市街化調整区域であるため、事業規模に応じた法手続きが必要となる場合がある。

・ 事業規模に応じてアクセス道路や水道等のインフラ整備が必要となる場合がある。

・ 提案事業③スーパー銭湯の事業において飲食店を併設する場合、合併を検討。

・ 提案事業④農産物直売所の事業で飲食店を併設する場合、合併を検討。

実現に向けた今後の検討課題

①古民家レストランの出店者について民間事業者や地域

活動団体など、広く可能性を検討する。

②候補地内において古民家レストランに相応しい空き家

を選定する。地域内に相応しい空き家がない場合、空

き家を古民家風に改築することも検討する。

③地元食材、奥三河の話題の食材などを用いたメニュー

を地元農家や地元小中学校や高校の生徒と共に考案

するなど、知名度の向上を図る。

・東名高速道路へのアクセス性を活かす

ため、スマート IC（上り線）出入口の周

辺地域を候補地として選定。

・対象地域内の空き家を候補地として、

改装することを想定。

事業の概要

・レストランは空き家の改装または改築を行うことで、

来店客にモデルハウスとしてイメージしていただき、空

き家の利活用及び移住を促す。

・八名地域に飲食店が少ないため、地域内での周遊観光

を促すためには、飲食店が必要。

・八名の農産物をPRする場として飲食店が必要。

提案の背景 事業候補地
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【 事業者意向調査結果 】

○大きいものが１つより、小さいものが点在している方が面白く、観光にもなる。

〇法規制の緩和などあれば、やりたい方とのマッチングみたいなことは可能と考える。

【 プロジェクト会議 意見・課題 】

〇農産物直売所と農家・古民家レストランなどを併設し、地域の食材利用や地域に特化した

特徴的なメニュー作りなどすると良い。

○地場産品の開発を含め、利用したメニュ－の検討も必要と考える。

検討内容

【 事業展開の可能性 】

○古民家を利用することで、空き家の活用も期待される。

○食事ができる店舗が減少しているため、古民家レストランが市内に点在し、数多くあ

れば観光面でもプラスになると考える。

○各飲食店で新しいメニュ－が提供できるよう、地場産品の開発も合わせて、検討が

必要。

○古民家をリノベ－ション（耐震など）する工事に対する補助金等支援の検討も必要。

○農産物直売所と農家・古民家レストランなどを併設する場合も考えられる。

検討結果

しんしろ八名井

企業団地

新城八名工業団地

静岡県 浜松市浜名区
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提案事業⑥ 地場産品の開発事業

④ 観 光 ・ 森 林 分 野

提案事業⑦ 斬新なデザインのモニュメント設置事業

提案事業⑥ 地場産品の開発事業

提案の背景

・市外からの観光客をターゲットにして、地域の農産物を使った新たな加工品等を開発し、地場産品

を市内外に定着させる必要がある。

・飲食店の来客数を確保し、成功させるためには地元食材等を用いたメニューの開発が必要。

・市外へ地場産品を売り出すためには知名度向上のため、統一した八名のブランドデザインが必要。

事業の概要

①新城市、特に八名地域の農産物を使った加工品等の開

発を促進するため、一般にアイデアを公募し、採用案に

ついて賞金を出すこと等を検討する。

②地元農家や地元小中学生や高校生と共同で、飲食店で

提供する地元食材等を用いたメニューを開発するため

の補助事業を検討する。

③加工品のみでなく、八名のブランドデザインを一般に公

募し、採用案について賞金を出すこと等を検討する。

④開発された八名のブランドデザインを用いた地場産品

については、別事業で検討する物販施設で販売する

実現に向けた今後の検討課題

・ アイデアを公募する際の条件としてどの農産物を対象とするか検討が必要。

・ 一般公募したアイデアを誰がどのように評価するのか、検討が必要。

・ 飲食店で提供するためのメニューの検討については、地元農家や地元の小中学校や高校と共同

で実施することを想定しているため、各団体を包括する新規団体を立ち上げるか、各団体とのパ

イプ役を置くなどして連携することが必要。

提案の背景

事業の概要

①著名なデザイナーや芸術家に依頼して、市及び八名地域の広告塔として斬

新なデザインの建築物やモニュメント（看板も含む）の設置を検討する。

②場合によっては、公募によりデザインを募集することも視野に入れる。

③設置場所は、他事業の用地内に併設する。

実現に向けた今後の検討課題

・ 著名なデザイナーなどに依頼する場合、高額となることが想定されるため、広告塔としての費用

対効果が大きな課題となる。

・ 立体で複雑な形状の大型モニュメントは維持管理コストが膨大となる。

・ 高速道路を通行する車から見える場所に、目を引くような斬新なデザインの建築物やモニュメン

トを設置することで、誘因効果を期待するとともに観光客が写真を撮影しSNSにアップしてもら

うことで話題性をつくる。 【 事業展開の可能性 】

○大型モニュメントは維持管理コストが膨大となるため、観光案内板等の

設置を検討。

（地域及び豊橋市との調整）

【 事業展開の可能性 】

○地域と連携し、特産物を使用した加工品等の開発や別事業で検討する

物販施設で、オリジナルメニュ－を販売することなどを検討する。

○地場産品等を用いたメニューを各店舗で開発し、観光パンフレット等に

掲載するなど、飲食店の来客数の確保を図るよう検討する。

検討内容

検討内容



19

名古屋
方面

八名工業団地

新城南部企業団地

八名井企業団地 八名こども園

東
京
方
面

豊川市

豊橋市
静岡県 浜松市北区

新城市

新城市役所

国道３０１号

国
道
１
５
１
号

主
要
地
方
道
豊
橋
乗
本
線

主要
地方
道

豊橋
下吉
田線

市
道

一
鍬
田
大
原
線

八名中学校

豊橋新城スマートIC（仮称）上り線

東名
高速
道路

庭野小学校名

八名小学校

事業候補地提案の背景

・市外からの誘客をするにも、市内及び八名地域におい

て遊べる場所が少ないため、ファミリー向けまたは若

者向けの新たなレジャー施設が必要。

・市外からの観光客をターゲットに、八名の自然を活か

したアクティビティ体験施設が必要。

・若者が遊べるスケートボード場などの施設が必要。

事業の概要

・東名高速道路スマート IC（上り線）出入

口の周辺地域のうち、八名の景勝地で

ある五葉の森を候補地として選定。

・五葉の森周辺（大原調整池周辺）地域

とすることで、森や水など豊かな自然

環境の体験が可能。

①五葉の森周辺（大原調整池周辺地域）を対象として、

自然を活かしたアクティビティ体験施設を検討する。

②民間事業者の進出の可能性についてマーケティング

調査を行う。

③民間事業者の誘致活動を実施し、誘致条件をクリア

するための法的手続きなどの事業を必要に応じて市

が実施することを検討する。

実現に向けた今後の検討課題

提案事業⑧ 五葉の森レジャー整備事業

・ 事業の検討にサウンディング型市場調査の導入など、行政のみでなく民間事業者の視点が必要。

・ 市街化調整区域であるため、事業規模に応じた法手続き（地区計画の策定等）を要する。

・ 農業振興地域・農用地区域が含まれる場合、農用地区域の解除や農業用水管の移設等を要する。

・ 事業規模に応じてアクセス道路や水道等のインフラ整備を要する。

・ 提案事業①地域共生型企業団地造成事業で公園を併設する場合で本事業と内容が重複する場合

は合併の検討を要する。

【 民間事業者意向調査結果 】

（アクティビティ）

○ネットコースや自転車のトレイルアドベンチャーは可能性はあります。ただし、事業主が投資い

ただけるのであれば興味あり。

（レジャ－）

○交通量が多くなるエリアと考えられ、キャンプとの相性（騒音等）はあまりよくない。

○再開発地区内に道路からの離隔が一定確保できる場所や自然感のあるまとまった平坦地が

あれば可能性があると考える。

○周辺のコンテンツも重要であり、地場産品を扱う直売所や温浴施設などがあると展開（キャン

プ）の可能性は高くなる。

○検討する場合は3ha 程度をひとつの目安。

○敷地面積、周辺土地利用、経済条件がある程度見えた時期に検討。

【 プロジェクト会議 意見・課題 】

〇市での開発は難しいため、民間事業者で建設・運営を基本として検討。

○五葉湖周辺に八名の自然をいかしたアクティビティ体験施設等の拠点をつくり、休憩所等を

併設し、ウォーキングやサイクリング等の集会施設の検討。

○レジャ－・アクティビティ施設と連携し、五葉湖の湖面利用の検討。

○駐車場も少ないため、合わせて駐車場整備も必要。

○五葉城、山の散策等する方も多く、山を管理する道路（遊歩道等）としての整備は可能と考え

る。

○五葉の森周辺は保安林（保健保安林）となっており、土地の形質変更行為は許可基準内での

開発となる。

○施設によっては、水道等のインフラ整備を必要。

○新城市森づくり基本計画との整合を図ること。

○保安林内での工作物は、基本木材使用のため、管理や維持等に費用がかかる。

【 事業展開の可能性 】

○アクティビティ・レジャ－等と連携できる事業があれば、展開の可能性が高く

なると考えられる。

○五葉の森は珍しい草花や五葉城址もあり、市内外の方が散策などに訪れているた

め、遊歩道の整備と合わせて駐車場・休憩所など含めた検討が必要。

検討結果

検討内容

しんしろ八名井

企業団地

新城八名工業団地

静岡県 浜松市浜名区
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８ 今後の地域振興の方向性について

（１）地域振興の方向性

地域振興策の目標である「新城市の新たな玄関口として、産業・観光拠点を形成します」

の実現に向け、スマ－トＩＣ整備を契機として、アクセス向上の優位性や効果を最大限にい

かすため、６つの分野ごとに｢地域振興の方向性｣を以下に示します。

①工業分野

●スマ－ト ICの整備により、広域交通のアクセス向上が図られ、周辺地域の企業立地の

ニ－ズが高まり、また産業集積地域を形成することで雇用の場が増加すると考えられ

るため、新たな産業集積と雇用の創出の形成を目指します。

②商業分野

●交流人口の増加を目的とした施設について、意向調査等を実施し、引き続き検討しま

す。また、民間からの発意や希望があれば支援等も検討します。
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③農業分野

●地域や愛知東農業協同組合と連携し、地域の地元特産品など資源や魅力を活用した

地場産品の開発や交流機会の場の創出を目指します。

●新たな産業（農業関連事業）を誘致することで、雇用機会を創出し、地域経済の活性化

を目指します。

④観光・森林分野

●八名地区は、自然豊かで数多くの史跡・五葉城址や歴史文化など地域資源も存在す

る地域であるため、五葉の森周辺に観光交流の拠点づくりを目指します。
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⑤住宅分野

●空き家等の既存ストックを活用し、移住・定住対策を進めます。

⑥道路等安全対策

●歩行者等の安全と円滑な交通を確保するため、地域と連携し、早期の整備に向け、県

への要望に努めます。

（２）地域振興策の実現に向けて

市全体や八名地区の賑わいの創出に繋げるため、関係機関との連携を図ります。また、

スマ－ト IC整備事業と同様に地域振興においても豊橋市と連携し、実現に向けて取り

組んでいきます。


